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関係団体からの意見聴取結果について 

 

 

 国営かんがい排水事業「曽於北部地区」事後評価結果（案）について、関係団体か

ら意見を聴取した結果、以下のとおり回答があった。 

 

 

１．意見聴取団体 

「曽於北部地区」 

   鹿児島県、曽於市、曽於北部土地改良区 

 

 

２．意見聴取結果 

関係団体 回        答 

鹿児島県 

令和６年７月３日付け６九振第 1125 号にて照会のあった

国営かんがい排水事業「曽於北部地区」の地区別評価結果

（案）等について、下記のとおり回答します。 

本事業で整備されたかんがい施設により，農業用水が安

定的に確保され，生育ステージに応じた適期のかんがいが

可能となったことから，栽培作物の活着率の向上や収入の

増加が図られており，農業生産性が大きく改善された。  

 また，計画的な水利用が可能となったことから，単収・

単価が向上するとともに労働時間や営農経費が削減され，

経営面積の維持拡大に繋がっている。更には，かんがい施

設の整備により安定した生産量と品質が確保されたこと

で，近傍企業等との契約栽培も行われ，雇用の確保が図ら

れている事から，地域経済の活性化にも貢献している。 

こうしたことから本事業は，地域農業の発展と地域振興

に大きく寄与している。 

曽於市 

令和 6 年 7 月 3 日付け 6 九振第 1125 号にて照会のあった

国営かんがい排水事業「曽於北部地区」の地区別評価結果

（案）等について、異議はありません。 

曽於北部土地改良区 

令和 6 年 7 月 3 日付け 6 九振第 1125 号にて照会のあった

国営かんがい排水事業「曽於北部地区」の地区別評価結果

（案）等について、異議はありません。 
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関係団体からの意見聴取結果について 

 

 

 直轄海岸保全施設整備事業「福富地区」事後評価結果（案）について、関係団体か

ら意見を聴取した結果、以下のとおり回答があった。 

 

 

１．意見聴取団体 

「福富地区」 

   佐賀県、白石町 

 

 

２．意見聴取結果 

関係団体 回        答 

佐賀県 

令和６年７月３日付け６九振第１１２５号で照会のあっ

た直轄海岸保全施設整備事業「福富地区」の地区別評価結果

（案）等について、異議はありません。 

白石町 

令和 6 年 7 月 3 日付け 6 九振第 1125 号にて照会のあった

直轄海岸保全施設整備事業「福富地区」の地区別評価結果

（案）等について、異議はありません。 

 


